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概要 

令和 8 年分より所得税の計算方法に変更があり、控除額の算出に使用する親族の人数が

「控除対象扶養親族の数」から「源泉控除対象親族の数」に変更されました。 

 

源泉控除対象親族 

次の①又は②のいずれかに該当する人をいいます。 

① 控除対象扶養親族 

② 居住者と生計を一にする配偶者以外の親族（６親等内の血族および３親等内の姻族

をいいます。）または都道府県知事から養育を委託された児童（いわゆる里子）のうち年

齢 19歳以上 23歳未満で合計所得金額が 58万円超 100万円以下の人 

なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。 

（注） 公的年金等の受給者が提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記

載する源泉控除対象親族は、合計所得金額が 85万円以下の人に限ります。 

 

源泉控除対象親族の中で、②に該当する方の人数を管理するため、「源泉特定親族」とい

う入力欄を追加しました。 

 

※注意 

源泉特定親族を使用して、所得税計算が行われるのは令和 8 年 1 月支給分からです。 

令和 7 年 12 月支給の給与・賞与で源泉特定親族に人数が入力されていても計算に影響は

ありません。 
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源泉特定親族の入力 

データ入力画面 

源泉控除対象親族の②に該当する親族の人数を入力してください。 

 

特定親族は、居住者と生計を一にする配偶者以外の親族のうち年齢 19 歳以上 23 歳未満

で合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下の人です。 

源泉特定親族には、特定親族の内、合計所得金額が 58 万円超 100 万円以下の人です。 

源泉特定親族の該当者は、特定親族と源泉特定親族の両方に人数を入力してください。 

 

一覧入力でも入力可能になります。 

 

  

源泉特定親族は特定親族に含まれる 
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源泉特定親族が表示される帳票 

基礎資料 1の変更箇所 

源泉特定親族の人数の表示を追加しています。 

変更前 

 

変更後 

 
 

源泉徴収簿の変更箇所 

源泉特定親族の人数の表示を追加しています。 

変更前 

 

変更後 

 

 


